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東電福島第一原発事故後の放射線リスクと防護基準の考え方

藤　　堂　　史　　明1

1.はじめに

東日本大震災から既に1年程が経過し,東京電力福島第一原子力発電所(以下,略称「東電福島第一原

発」)の同時多発事故は, 2011年12月161三Iに,政府による事故の収束宣言(事故の収束に関する工程表のス

テップ2完了宣言)が行われた2。しかし.炉心が溶融し,冷却系統が破損した状態での原子炉が.通常の

安定状態に戻っているという事は論理的に成立し得ないため,このような観点から見れば.東電福島第一

原発事故は収束には程遠い状態にあると考えられる。また.事故が単に津波に対する想定の小ささだけで

なく,地震動に対する関連設備の耐震脆弱性に起因する破損にも波及していることが指摘されているが,

こちらが主要因である可能性もある。

「東京電力(秩)福島第-原子力発電所1-4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」3によれ

ば.炉心が冷却され,核燃料の取り出しが完了するのは　30-40年後となる。従って.事故原因の正確な

検証はこの時期まで待たなければ確定できない。

事故の発生要因と拡大の原因については.国会事故調査委貝会をはじめ.種々の調査が行われているが.

それらの要因に関わらず,日本及び周辺領域をr-K、に.大規模な放射性物質の放出と汚染が継続しており,

今後.数十年以上に渡る,大規模で集団的な人工放射線核種による被曝状況が現出したことは.否定しよ

うのない事実である。

事故の影響を費用と考えれば,事故炉起源の人工放射性核種からの放射線-の被曝に伴う,種々の健康

影響の費用と.生産や居住の制限,除染や瓦喋処理などの二次的な対策費用から構成されると考えること

ができる。環境汚染の市場化された費用概念への投影の問題は.拙稿(2010)一1等において指摘してきたと

ころであり.環境システムを損壊する事象が,市場において代替可能なものであるとは著者は考えていな

いが.放射能対策の政策における経済的な相互関係の影響を抽出するという観点に限れば,これらの要Lkl

への分解は意味があるであろう。

本稿では,このように日本及び周辺領域において大量の放射性物質牧山(セシウム137での比較で,広島

型原子爆弾で168発分以上に相当)が生じ.環境汚染による被曝問題が生じている事を前提に,環境放射線

l新潟大学大学院現代社会文化研究科・軽済学部准教授
2原子力艶害対策本部「東京電力福島第-原子力発電所・事故の収束に向けた道筋(ステップ2完了)のポイント」.

http://www.meti.go.Jp/earthquake/nuclear/pdf/1 1 1 2 16b.pdf, 2011年12月16日0

3原子力敗審対策本部.政府・東京電力中長期対策会議「東京電力(株)福島第-原子力発電所1 -4号機の廃止措置等
に向けた中長期ロードマップ」. hup:〟W、vw.I一一eti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/1 1 1221_01b.pdf. 2011年12月21日。

1藤堂史明. 「<研究ノート>環境・新原管理間超におけるいくつかの基本的命題の考察」新潟大学大学院現代社会文化
研究科r経済開発と環境保全の新視点j　第1号. 42-53頁. 2010年3月。
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及び放射性降下物及びその食晶・飲料からの摂取に伴う.集団的な被曝状況について,放射線防護基準,

対策の設計構造についての考察を行う。とりわけ.従来の政府見解が国際放射線防護委員会(internatiol1al

Conlmission on Radiological Protection)の放射線防護体系に関する勧告に基づいている点に鑑み,この体系

の考え方について.考察を試みる。ただし,とりわけ低線量領域での被曝線量と健康被害の間の量的な因

果関係等に見られるように,被曝線量とその影響については別途,論じることとして.放射線防護水準の

丑的な値そのものの妥当性ではなく.放射線防護の考え方.その設計方針そのものの持つ.構造的な問題

点と課題について着目するものである。

2. ICRPの放射線防護基準

現在.東電福島第-原発事故を受け.日本政府による放射線防護体系についての考え方は流動的である

が.従来の原子力災害時の危機管理の基本方針としては, NRC/FEMA (1980)'蝣に見られるEPZ (Emergency

PlanningZone)の考え方.また安全規則としてのIAEA (1996)7の介入基準を採用し.原子力災害時の防

護方針が策定されてきた。

また,放射線防護の基準となるリスク評価については. 2001年3月に国内法令-取り入れられた「国際

放射線防護委員会(international Coillmission Oll Radiological Protection: ICRP) 1990年勧告」8が基礎となっ

てきた。

さらに. ICRPの発した新しい勧告「国際放射線防護委員会2007年勧告」9の国内制度への取り入れが検討

されてきた経緯がある。同勧告における「線量拘束値(doseconstraint)」の適用拡大と. 「最大拘束値

(maximum constraints)」の導入により.複数の評価対象線源からの被曝管理&準が強化される可能性につい

ては,放射線審議会の第二次中間報告(2011)1に見られるように議論の対象とされ,同審議会は.公衆に

おける線量拘束値の導入に反対していた。しかし,主要な反対理由であった複数線源を想定できない.と

いう主張は,日本においても福島県を中心とする広範閉において.東電福島第一原発事故による多量の放

射性物質放出による,職業被曝.環境放射線被曝,内部被曝等の.異なる経路による複合的な被曝状況が

現出するに至り,根拠を失った。いずれにせよ. ICRPの2007年勧告については国内法制に反映されていな

い段階であったため,現行での原子力防災体制においては.公衆の放射線防護については, lmSv!y (年間

1ミリシーベルト)を基準としている11。

NRC/FEMA, NUREG-0654 FEMA-REP-1 rcv.l , …Criteria for Preparedness and Evaluatioi- of Radiological Emergency Response

Plans at-d Preparedness in Support of Nuclear Po、ver Plai-tSM, NRC/FEMA, 1980.

6ただし.当該文献に見られる米国の原子力規制においては.食品経由の被曝対策区域を含むEPZ概念となっている。

7 IAEA, …International Basic Safety Standとirds for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources",

IAEA Safety Series No.1 15, 1996.

8 ICRP …1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection", ICRP Publication 60, Annals of the

/C7?P 21 (l-3), 1991.

ICRP "The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection", ICRP Publication 103. Annals oj

the ICRP 37(2-4) , 2007.

10枚射線審議会基本部会「国際放射線防護委員会(ICRP) 2007年勧告(pub.103)の国内制度等-の取入れについて-第
二次中間報告-」 2011年1月。

hup://W、,v¥v.mext.go.jp/b_menu!shingi/housha/toushin/ icsFiles/afield file/20 1 1!03/07/1 30285 L l.pdf, 201 1年12月20日参照o
"ただし,事故後の「暫定基準」においては,国際放射線防護委員会2007年勧告」における「現存被ばく状況」における
線量限度の考え方が採られた。
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このように,日本における原子力防災体制については,国際的基準の評価及び導入を巡っての議論の途

上であったoこれに関連して,原子力防災の基礎概念や具体的体制についても,上述のNRC/FEMA(1980)

やIAEA (1996)における考え方が.制度の基礎となってきた一方で, IAEA (2002)!に基づく,新しい防

災の判断基準であるEAL (Emergency Action Level), OILs (Operational Intervention Levels),そしてPAZ

(Precautionary Action Zone), UPZ (Urgent Protective action Zone)といった区割りの導入,そして安定ヨウ

素剤の投与基準の引き下げについては検討が行われていたに過ぎなかった。

これらの制度は,現在,原子力安全委員会や各都道府県レベルの原子力防災計画改訂への素案として取

り入れられつつあるが,事故の経過実態や拡大要因の特定といった,抜本的な対策の策定根拠となる調査

が, (例え,根本的な要因の特定に数十年かかるとしても)未だ初回の結論も示せていない状態であること.

拙稿(2012)]で別途述べるように,根本的な事故原因の特定が,既存の原子力関係者によって可能である

か,また体制及び費用について過小な見積もりがなされないか.についての疑問等から,新しい規制体系,

制度の早期採用に批判的な意見もあり,本稿執筆時(2012年2月末)時点で,それらの法制化・体制の整

備には至っていない。

3. ICRP放射線防護基準における「正当化」 ・ 「最適化」

以下に述べる放射線防護の諸原則は. 「国際放射線防護委員会2007年勧告」1°Iによるものである。ただし.

基本的な考え方としてはICRPPublication 2615に提示されたものである。

基本的諸原則(符号A～Cは本稿著者によるもの) :

A:正当化の原則:

「放射線被曝16の状況を変化させるいかなる決定も,害より便益を大きくすべきである。」

B :防護の最適化の原則:

「被曝する可能性,被曝する人の数,及びその人たちの個人線量の大きさは,すべて,経済的及び社会的

な要因を考慮して,合理的に達成できる限り低く保たれるべきである.」

以上,二つの原則については,放射線線源関連で.すべての被曝状況に適用される,とされている。

12 IAEA, "Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency - Safety Requireillents", IAEA Safety Series GS-R-

2,2002.

13拙著「東電福ft原発事故後の原子力防艶対策」新潟大学経済学部r経済論集j, 2012年3月. (予定)0
11日本譜の引用は次の文献による。邦訳版:日本アイソトープ協会r国際放射線防護委員会の2007年勧告: ICRP Publication

l03J丸善, 2009年。

International Commission on Radiological Protection. "Recommendations of the International Commission on Radiological

Protection", ICRP Publication 26, Pergamon Press, Oxford, 1977. Annals of the ICRP, 1 (3) , 1977.

15放射線の人体等への影響について,日本語表現において「被ばく」が用いられている部分は,本稿では「被曝」と表記
した。著者は.原子爆弾.水素爆弾等の核兵器の爆発による影響について「被爆」と衷記する以外は, 「被曝」によっ
て表記する。

23



経済開発と環境保全の新視点

C :線量限度の適用の原則:

「患者の医療被曝を除く計画被曝状況においては,規制された線源からのいかなる個人への総線量も,秦

員会が勧告する適切な限度を超えるべきでない。」 (5.7節)

この原則は,個人関連で,計画被曝状況に適用される,とされている。

Aの「正当化の原則」については, ICRP (2007)は,放射線被曝のレベルあるいは潜在被曝のリスクの

増加又は減少を伴う活動が考えられている場合,意思決定の際に放射線に関連する,あるいはその他のリ

スクや活動費用も含めて,正味便益がプラスであることを求めている。その上で, 「利用できる代替案全て

の中から最良のものを探し出すことは.放射線防護当局の責任の範囲を超えた課題である。」と,明確に述

べている。この原則の適用範囲については,線源が直接制御できるかどうかに依存する2つのアプローチ

があるとしている。それらは1 :「放射線防護が前もって計画されて,線源に対して必要な対策をとること

が可能な.新たな活動を取り入れる際に用いられる。」 (5.7.1.節)すなわち, 「計画被曝状況」の場合であ

る。

そして2:「線源について直接決めることによるのではなく.主に被曝経路を変更する対策により被曝が

制御できる場合に用いられる」 (5.7.1.節)この場合の適用例としては, 「現存被曝状況」と「緊急時被曝

状況」・が挙げられている。どちらも,行為による正味の社会的便益の発生を要請していることは同じでは

あるが.その持つところの意味合いは変わってくると思われる。

なぜなら. 「計画被曝状況」では行為の不存在によって生じる被曝はないため.被曝を伴う行為の是非に

ついて.存在の根本から判断が可能であり,不作為によって逸失利益があっても.被曝は避ける事ができ

るが, 「現存被曝状況」及び「緊急時被曝状況」においては.既に何らかの理由によって放射線源からの被

曝が存在する(事故による放射線源となる放射性核種の飛散が典型例)ため.不作為によっても被曝状況

は解消しないのである。

このような問題構造は,放射線被曝についての被害と要因の因果関係の推定に関する問題を一旦,捨象

すれば7,環境汚染の殺適化問題における,最適化の原点の選択問題と同一であるO　とりわけ,取引・調整

の費用に関する分析が当てはまるとすれば,現存被曝状況や緊急時被曝状況においては,最適化の際の被

曝低減のための機会費用が,取引費用を含めて計画被曝状況より大きくなる傾向にあり,結果として,計

画被曝状況よりも大きな被曝水準が最適であると計算される。

日本政府が東電福島第-原発事故以降に表明してきた,暫定的な放射線防護基準が,従来の基準よりも

相当商い18ことは,この事と整合的である。

次に, Bの「防護の最適化」についてである。この原則は全ての被曝状況に適用され,前提として上述

のAの「正当化の原則」に照らして「正当」とみなされてきた状況への適用が意図されている。それは

「最適化の原則は,経済的及び社会的要因を考慮して, (被曝することが確実でない場所での)被曝の発生

確率,被曝する人の数,及び個人線量の大きさのいずれをも合理的に達成できる限り低く抑えるための線

源関連のプロセスである.と委員会は定義している。」 (5.8節)

17被曝線丑と健康被害の間の.間借なし線形影響仮説(LNT仮説)は,それを可能とする。

18例えば.食品経由の被曝線丑の場合,項目単独で.従来の公衆一般の被曝線量基準の5倍である5mSv/yが採用されたO
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続いてこの原則の下.実施されるべきプロセスとして以下が挙げられている。

「・あらゆる潜在被曝を含む,被曝状況の評価(プロセスの枠組み作り)

・拘束値又は参考レベルの適切な値の選定

・考えられる防護選択肢の確認

・一般的な事情における最善の選択肢の選定

・選定された選択肢の履行」

とりわけ,注意すべきなのは. 「防護の最適化は線量の最小化ではない」と明記されていることである。こ

れは.防護の費用と被曝による費用の合計という概念が前提であり. 「m適化された防護は,被曝による損

害と個人の防護のために利用できる諸資材とで注意深くバランスをとった評価の結果である。」 (5.8節)と

されている。

基本原則の墳後は. Cの「線量限度の適用の原則」であるが.計両被曝.緊急時被曝,現存被曝のそれ

ぞれの状況において.職業被曝.公衆被曝.医瞭被曝に関する線量拘束値及び参考レベルについて定義し

ている。これは.線量レベルを制限する基準値ととれるものであるが.とりわけ緊急時被曝と現存被曝に

ついて,線量拘束値に相当する線量レベルを表現するのに「参考レベル」という用語を用いると言うもの

である19。これらの「線丑レベル」は放射線被曝の斑適化における被曝線量の上限についての制約条件と呼

ぶべきものであるが,緊急時被曝および現存被曝状況については.線源のコントロールができないという

前提であることから.この値が確実に履行可能でないことからきている。

4.最適化問題の対象としての被曝

以上の放射線防護の諸基準は,被曝線量を制御変数とし,複数の制約条件のついた,放射線利用及びそ

れへの対策から生じる純便益の最大化という猫虫化問題と考えることができる。 ICRPでは1983年に「放射

線防護の最適化における費用一便益分析」 (ICRP Publication 37)20を発刊しており.そこでは上記のような

費用一便益分析及び.それを防護レベルによる得失に単純化した費用一効果分析の二つが紹介されてい

る。

なお,前述したが,これらの定式化は.外部性の内部化モデルにおける環境汚染の最適化問題と同一の

構造をしている。以下に.費用一便益分析モデルを適用した場合について引用しよう21。

まず,前提としての被曝による損害を定義する。

損害の概念は,基本的には有害な影響上の期待数(その線源によって引き起こされる影響lの期待頻

皮).その重篤度を係数g,で計り.損害Gを定義する。

19ただし,医療被曝については緊急時被曝と現存被曝についての該当なし.職業被曝については現存被曝状況に相当する
ケース(長期的な改善作業や影響を受けた場所での艮期の雇用)であっても.計画職業被曝とみなす。

International Commission on Radiological Protection, HCosトBenefit Analysis in the Optimization of Radiation Protection", Annals

ofthelCRP, 10,No.2/3, 1983.邦訳:日本アイソトープ協会r放射線防護の最適化における費用一便益分析j丸寮. 1985
年。

21なお.該当する被曝状況の類型化については.当該文献には見られないが.医頼被曝.原子力発電所などの計画被曝状
況についての事例を参照している。
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G=I.FA　　(1)
l

続いて,被曝した個人の総数Nにより,発生確率p′の時の影響の期待頻度がNに比例するとして,総影

響を

G=NZpigy
I

(2)

とする。この晩放射線被曝によるリスクは.被曝の結鼠ある個人に起こるであろう有害な影響の確率22

であるo総リスクRは,放射線によるそれぞれの有害な影響上の発生確率をp′とし.次のように定義され

る。

R空∑p. -　(3)
l

また.全身が均等に放射線照射された場合にある生体組織Tが受けるリスクの,総リスクRコに対する割

合をwTで表すと,その組織が受ける平均線量当量をH,として,

実効線量当量は次のように定義される。

HE=ZwTHT　　(4)
T

また,客観的(平均余命減少をもたらす遺伝的彩管と悪性腫場に限定し,重篤度を1に固定)健康損害は,

GHA=RHE　　　(5)

とされた。すなわち,稔リスクに荷重平均全身被曝である実効線量当量(He)を乗じたものである。さら

に,このような概念から.集陸川勺な人口スペクトルN(HE)を考慮し,集団実効線量当量sEを定義する。総

括すると,それによる健康損害は次の式となる。

q)

GH=J肪:N(HE)dHE-RSl　　(6)
0

さらなる委細の定式化は省略する。このような放射線被曝による健康損害の定式化により.次のように

費用・便益の関係を定式化する。

すなわち.

B :ある行為を導入することの正味の便益

V :そのような行為の導入の租便益

p :放射線防護の費用を除いたその行為の基礎生産費用

Ⅹ :ある選ばれた放射線防護レベルを達成するための費用

Y :その選ばれた放射線防護レベルでのその行為による損害の費用

22こでは放射線による確定的影響ではなく.確率的影響を論じている。しかし,低線量被曝においても放射線の影響は.

発がんなどの確率的影響に留まらないとの指摘もあり.一種の仮説であることに留意されたい。ただし.本論ではそれ

らの影響の因果関係についての詳述は省いた。

ICRP (1983)では,致死ガンと遺伝影響で.云Vあたり1.65×10・2とされている。

m
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として,

B=V-{P+X+Y)　　(7)

である。

正味便益であるBの最大化の必要条件は,集団線量Sが独立変数であるとすると,

憲一(芸+芸+芸)-0 - (8)

となる. Sの値に関係なくV. pは一定とするならば,ある一定の放射線防護レベルS。でこの条件が達成

されるとすると,そこでは,次の式が成り立つ。

芸　dd「 s-s.
-　- (9)

このような考え方により.損失余命等の数量で表された損害を,放射線防護レベルを達成するための費

用xとつり合わせるために,その費用に変換さえできれば.最適化のための必要条件を得ることになる。

繰り返しになるが,この様な計算が成り立つためには,選択される放射線防護レベル31によって決まる

集団被曝線量の結果としての.損失余命やその他の起こり得る健康上の損害盟を市場価格に換算し.放射

線防護レベルの選択結果としての集団線量を選択することの費用(防護費用)と微分的に釣り合わせるこ

とが可能でなければならない。

つまり,このことは.損失余命(致死性ガン・遺伝子異常)という.修復不能な損害を「交換」という

可逆的プロセスで表現される貨幣価値に置き換えることを意味しているため.本質的な定義矛盾を含んで

いる。放射線による健康被害に限らず.回復不能な健康被害.生態系の損失を市場価値に把き換える際に

は同一の問題がついて回るため.このような分析には注意が必要である。

本論では,この間題については別途論じることとして.さらに放射線防護基準の設計における構造的問

題を考察しよう。

5.リスク・便益の分離と負担構造の問題点

前節で述べた放射矧坊護の貴通化における必要条件は,同じ記号法を用いればV :ある行為の導入の租

便益が, p :放射線防護の費用を除いたその行為の基礎生産費用を上回っていることを仮定し,微小変化

量において最適化された放射線防護レベルを論じていた。

そもそも被曝を引き起こす行為の「正当化」のためには.一定の放射線防護レベルを達成するための費

用を加えた総費用を.行為の粗便益から引いて正味の便益が残らなければならない。

医療被曝などの計画被曝状況については,このような正味の便益についての議論が必要であり,岡田

(2011):の指摘するX線検査の問題のように,これまでの医療における放射線利用については.この点の

吟味がないまま.過度の被曝が誤って正当化されていた事例があると思われる。

21より直接的には.防護レベルを示すパラメータ. Wを操作変数と考える。

25上述の計算では捨象したが. ICRPの文書ではその可能性は認められている
36岡田正彦r放射能と健康被害-20のエビデンスj　日本評論社. 2011年。
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医療被曝の場合でも,治療と引換えにリスクを受ける患者と,限定的には被曝しながらも.主に経済的

利益(売上)を得る医師とでは.リスク・便益の発生の程度が異なっている。このように,被曝状況にお

けるリスク・便益の発生者の承離,すなわちリスク・便益が実質的に分離される状況は一般的に問題と言

えるが,東電福島原発事故を受けた日本及び周辺領域の大規模な放射能汚染においては,リスクの一般公

衆への転嫁,経済的負担及び健康上の損害の帰着の問題が生じている恐れがある。

前掲の(9)式は,放射線防護の最適化における微分的な放射線防護の費用・便益の均等.すなわち限

界放射線防護費用と限界放射線防護便益の均等式である。原発事故による放射性物質拡散の状況下では.

計画被曝状況と異なり,放射線源のコントロールが直接的にはできない。これを緊急時被曝状況と呼ぶ

か,現存被曝状況と呼ぶかは関係がない。

所与の放射性物質汚染があると考えると,この状況での放射線防護の最適化は,防護の基本原則のA :

「正当化の原則」の縛りを受けない.すなわち純損害が多大であっても,そもそも事故のコントロールがで

きないのである。しかしながら. B:防護の巌適化の原則は適用される。この時,放射線防護の水準は,

例えば食品の生産・出荷規制や安全基準,除染の手段・範囲の選択,避難の範囲・避難人数.瓦疎等を含

む物流一交通の規制の水準である.これらの防護手段の費用は.実施の機会費用(逸失利益等)であるが,

損害の費用については,問題となる低線量での放射線の健康影響の多くが晩発性であること.被害があっ

ても放射性物質との因果関係が立証困難であることなどにより.過小評価となり得る。

本稿では詳述しなかった放射性核種の取り込みによる内部被曝については.その健康影響の大きさもさ

ることながら, ICRPが採用してきた実効線量当量のような,外的な被曝影響の測定及び評価手法自体の限

界も指摘されている27。そのため,東電福島第-原発事故を契機にチェルノブイリ原発事故時の健康被害報

告28が再度.注目を集めているのである.

とりわけ,原発事故の原子炉周辺における収束作業や,関連設備の補修・維持などにおける被曝労働に

おいては,このようなリスクの分離と負担の構造が大きな間題である。

また,国民全般の環境放射線量や食品経由の集団被曝線量に伴うリスクについて考えると.これが広く

薄く負担されることから.特定の業種(農林漁業・食品産業・建設土木・廃棄物処理業など)の利益に比

して,政治的な過小評価につながる恐れがある。また,原発事故の対策の策定に当たる政治家や科学者等

の有識者においては,原子力及び放射線科学,医学,工学などの分野における特定業界の寄付や競争的資

金の提供による過大な影響力は是正する必要がある。

さらに.広く薄く負担されるリスク,あるいは大きな便益,あるいは急性被曝障害の防止の担保すらな

く動員される被曝労働におけるリスクの問題は.放射線防護の制度設計における,人間社会における現実

的な労働条件,資産運用条件の格差等の軽視によって放置され,拡大している。被曝労働者と,原子力産

業の経営者とは,明白に分離された社会階層を形成していると見てよいだろう。社会・経済的な問題点の

分析と,原子力産業への金融資産の投資・融資等により.被曝リスクから分離された便益だけを享受して

きた経済主体の責任を明らかにする事も必要である。

27中川保雄r放射線被曝の歴史j技術と人肌1991年。
欧州放射線リスク委員会(ECRR)軋　山内知也監訳r放射線被ばくによる健鵬影響とリスク評価一欧m放射線リスク
委員会(ECRR) 2010年勧告J明石書店. 2011年。

28ユーリ・ I ・パンダジェフスキー著.久保田誰訳r放射性セシウムが人体に与える医学的生物学的影響-チェルノブイ
リ原発事故被曝の病理データ』合同出版, 2011年。
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